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税務事務業務準備委託仕様書 

 

１ 目的 

税務事務業務準備委託（以下「本業務」という。）は、税務事務業務委託（以下「本委託」という。）

に係る仕様書（令和７年度分および令和８年度分。以下「本委託仕様書」という。）の４⑵「特別区民

税・都民税・森林環境税証明書および軽自動車税種別割納税証明書の交付請求に関する業務」および

⑶「軽自動車税種別割の課税等に関する業務」について、本委託の受託候補者（以下「受託者」とい

う。）が同仕様書８⑷に規定する業務従事者に対する事前研修および本委託を履行するために必要な

準備を行うことを目的とする。 

 

２ 履行期間 

令和７年 11 月１日から令和７年 12月 26 日まで 

 

３ 履行場所 

練馬区役所本庁舎４階税務課および練馬区役所内の区が指定する場所 

 

４ 実施体制 

受託者は、本業務の実施のため、本委託履行時に本委託仕様書８⑴アに規定する統括責任者となる

者（以下「統括責任予定者」という。）、同仕様書８⑴ア(ｳ)および(ｴ)に規定する業務責任者となる者

（以下「業務責任予定者」という。）および業務従事者となる者（以下「業務従事予定者」という。）

を配置すること。業務責任予定者については、本委託仕様書８⑴ア(ｳ)および(ｴ)でそれぞれ複数配置

する場合、優先順位を付けること。 

統括責任予定者および業務責任予定者は、研修スケジュールの進捗管理、業務従事予定者の指導・

教育、その他統括責任予定者および業務責任予定者として必要な職務を実施すること。 

 

５ 委託業務 

⑴ 業務従事予定者等に対する研修 

受託者は、統括責任予定者、業務責任予定者および業務従事予定者（以下「業務従事予定者等」

という。）に対して、本委託仕様書４⑵および⑶の業務の履行に必要となる研修を下記のとおり行

う。 

なお、研修は受託者の責任において実施することとする。 

また、本業務においては、窓口業務、電話業務等区民に接する業務に係る研修について、区民応

答は行わないこととする。 

ア 研修内容 

税証明書および軽自動車税に関する法令やその他必要な知識を習得し、つぎの内容が可能とな

るよう研修を実施すること。 

① 本委託の業務内容を把握し、履行できるようになること。 

② 住民情報システム端末の操作ができるようになること。 

③ 個人情報の保護、秘密保持について、その内容を把握し遵守できるようになること。 

なお、統括責任予定者および業務責任予定者については、上記①～③の内容に加え、つぎの
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内容も可能となるよう研修を実施すること。 

④ 処理要領の内容を把握し、業務従事者に対して指導ができるようになること。 

⑤ 住民情報システム端末の操作方法について理解し、業務従事者に対し指導ができるようにな

ること。 

⑥ 個人情報の保護、秘密保持について、その内容を把握し、業務従事者に対して指導ができる

ようになること。 

⑦ 本委託の履行に際し、申請書および申告書等の受渡し、業務日報等の作成等、区との連絡調

整を円滑に行えるようになること。 

イ 研修方法 

① 研修は、税証明書および軽自動車税に関する法令の説明、本委託仕様書および処理要領等の

説明、住民情報システム端末の操作方法の説明および実際の操作、窓口対応のシミュレーショ

ン等により実施する。 

② 受託者は、実際の住民情報システム端末操作および窓口対応のシミュレーションに係る研修

を行う前に、業務従事予定者等に対し、端末操作方法および窓口対応で必要となる知識につい

ての研修をすること。 

③ 区は、受託者からの要請があった場合または必要と認める場合には、統括責任予定者または

業務責任予定者とともに、業務従事予定者に対し説明等を行えるものとする。 

ウ 研修時間 

   (ｱ) 住民情報システム操作研修について 

     業務従事予定者等は本業務期間中に住民情報システム操作研修を行い、操作方法を習得する

こと。端末操作が習得できる時間の目安は、概ね 30 時間程度である。 

     なお、端末操作ができるのは、原則平日午前９時から午後５時までとし、実施日程は、区と

受託者の双方協議の上決定する。また、実施場所は区が別途指定する。 

  (ｲ) レジスターおよび窓口発券機を使用した操作研修について 

     窓口受付（公金収納）用のレジスター等の機器類を利用した研修については、税務課事務室

内で行う。ただし、実際に操作する研修は行わない。 

     なお、平日午前８時 30分から午後５時 15分まで同事務室内において日常業務を行っている

ため、執務場所の見学時に操作等について確認すること。 

     また、上記時間帯は同機器類を貸与することができないため、原則として午後６時から午後

８時までの間に、電源を入れない環境で研修を行うことができる。 

   (ｳ) 執務状況の見学 

     統括責任予定者および業務責任予定者は、本業務の業務時間内に、執務場所および執務状況

の見学を行うこと。 

⑵ マニュアルの整備 

受託者は、本委託の履行の際に業務従事者等が参照できるよう、令和７年 12 月 15 日までに、必

要なマニュアルを整備すること。なお、マニュアルについては、完成後、区の検査を受け、訂正が

ある場合は区の指示に従うこと。 

⑶ スケジュール作成 

   本業務に係るスケジュールを作成すること。 
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⑷ 事務引継ぎ 

   現受託事業者および区による事務引継ぎを受けること。 

   なお、事務引継ぎを受ける日程については、区が現受託事業者および受託者と協議し決定するも

のとする。 

 
６ 業務日時 

土曜日、日曜日、祝休日を除く日の午前８時 30分から午後５時 15 分までとする。 

ただし、「５⑴ウ 研修時間(ｲ)」においては、この限りではない。 

 

７ 端末等の貸与 

⑴ 区は、区の業務に支障のない範囲で、本業務の履行に必要な端末および電話を貸与する。 

⑵ 受託者は、貸与された端末について、この仕様書に定める操作以外の操作を行ってはならない。 

⑶ 受託者は、貸与された端末を本業務以外に使用してはならない。 

 
８ 経費負担 

本業務に要する経費は、つぎに掲げるものを除き、受託者の負担とする。 

① 履行場所における光熱水費 

② 貸与する端末および電話に関する経費 

③ 区が提供する備品・消耗品 

 

９ 検査 

受託者は、履行完了後、区による検査を受けなければならない。 

 

10 支払 

支払は、検査完了後、受託者から請求があった日から 30 日以内に支払うこととする。 

 

11 個人情報の保護 

⑴ 受託者は本業務の履行に際し知り得た情報を、一切第三者に漏らしてはならない。 

⑵ 受託者は、本業務で扱う情報が、個人の収入金額、住民税額等の重要な個人情報であることを認

識し、個人情報の保護および秘密保持に十分留意すること。 

⑶ 受託者は、業務場所から許可なく物品、書類等を持ち出してはならない。また、区が許可するも

の以外は持ち込んではならない。 

⑷ 受託者は、区から貸与された機器または区が特に許可した機器以外のものを使用してはならない。 

⑸ 業務中に作成したメモ等は、業務場所から持ち出してはならない。また、不要になったメモ等は、

判読不能な状態で破棄すること。 

⑹ 受託者は、事前に、受託者の定める個人情報の保護に関する規定を区に示し、その承認を得なけ

ればならない。 

⑺ 受託者は、業務従事予定者等から、個人情報保護規定の遵守について誓約書を徴すること。 

⑻ 個人情報の保護および管理ならびに情報セキュリティについては、別紙「情報の保護および管理

に関する特記事項」を遵守しなければならない。 
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⑼ 特定個人情報の取扱いについては、別紙「特定個人情報等の保護および管理に関する特記事項」

を遵守しなければならない。 

⑽ 受託者は、プライバシーマークの付与を受けているまたはＩＳＭＳ認証を取得していること。な

お、履行期間中に期間が更新された場合は、速やかに最新の認定証を提出すること。 

 

12 損害賠償 

受託者は、区または区民等に対し損害を与えた場合は、当該損害の賠償をしなければならない。 

 

13 その他 

⑴ 本業務の実施については、区との協議に基づき行うこと。 

⑵ 受託者は、常に作業場所を整理・整頓し、事故の防止に努めるとともに、労働関係法令を遵守し

て業務を行うこと。 

⑶ 本仕様書に定めのない事項または本業務の履行上疑義が生じたときは、区と受託者の協議の上、

決定する。 

 

14 担当 

練馬区 区民部 税務課 区税事務係 中田、和田 
電 話 03-5984-1694（直通） 

ＦＡＸ 03-5984-1223 

メール ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp 

mailto:ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp
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